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１．令和８年度に検討を要する主な論点について

○ 標準仕様書【第6.0版】を改定するための主な検討論点及び改定時期は以下です。

改定時期関連個所見直しの契機検討論点No

令和８年８月
／令和９年１月

※対応案件によって
適切な時期を判断予定。

２～４頁制度改正令和９年度（第10期）介護保険制度の見直しの検討１

５頁制度改正介護分野におけるDXの推進への対応の検討２

６頁制度改正税制改正対応への対応の検討３

令和９年１月７頁制度改正以外
一部機能経過措置の対象機能等の標準化基準上の取扱
いに係る検討

４

※１ 現時点では制度改正に関する内容は未確定の内容が含まれており、施行時期も具体的に示されていないものも含まれているため、標準仕

様書の改定時期は施行時期を踏まえ検討し、改定内容に応じた適合基準日等に見直す予定です。

※２ 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき定める厚生労働省関係システムに関する標準化基準案（パブリックコメントの期

間：令和８年３月11日～令和８年３月25日）を踏まえた機能標準化基準の策定作業に伴う訂正を必要に応じて、実施する予定です。

※３ 標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・ご質問等を踏まえ、上記の改定時期に合わせて標準仕様書の見直しを予定し

ています。
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２．検討論点１の概要について(1/3)

○ 検討論点１「令和９年度（第10期）介護保険制度の見直しの検討」は、第221回国会（令和８年特別会）提出法律案
の「社会福祉法等の一部を改正する法律案」に示される以下の改正内容を踏まえ、標準仕様書に影響がある場合
は所要の見直しを予定しています。

１②は令和９年４月１日

１⑤は公布後２年以内、

もしくは３年以内

１⑥は公布後３年以内

【出典】 第221回国会（令和８年特別会）提出法律案の「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」より

特定地域サービスの創設

登録施設介護支援・登録施

設介護予防支援の創設

（検討論点２を参照のこと）
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２．検討論点１の概要について(2/3)

○ また、改正の概要にて提示した内容に加え、「社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱」に示された改正内容
を踏まえ、標準仕様書に影響することが想定される要綱は以下のとおりで、標準仕様書に影響がある場合は所要
の見直しを予定しています。

【出典】 第221回国会（令和８年特別会）提出法律案の「社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱」より抜粋
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２．検討論点１の概要について(3/3)

○ また、社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和７年12月25日）において、補足
給付に関する給付の在り方として、令和９年度から所得段階の区分の細分化を行うべきとされたことを踏まえ、所要
の見直しを予定しています。

○ その他の令和９年度（第10期）介護保険制度の見直しに関する事項が提示された際には改正内容を踏まえて、
標準仕様書に影響がある場合は所要の見直しを予定しています。

82.65万円超
100万円以下82.65万円以下

補足給付の所得段階の区分の細分化（R9.8～）

【出典】 社会保障審議会介護保険部会第133回
（令和7年12月25日）参考資料１を改変
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３．検討論点２の概要について

○ 検討論点２「介護分野におけるDXの推進への対応の検討」は、検討論点１にて示した改正概要１⑥の一部「介護
サービス利用時等の電子資格確認の導入など介護被保険者証に係る見直し」について、以下の改正内容を踏まえ、
標準仕様書に影響がある場合は所要の見直しを予定しています。
また、当改正内容などを踏まえ、介護情報基盤における機能や「介護情報基盤との連携におけるインタフェース仕
様書」の改版が行われる場合、改版内容を踏まえ、標準仕様書に影響がある場合は所要の見直しを予定していま
す。

【出典】 第221回国会（令和８年特別会）提出法律案の「社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱」より



○ 検討論点３「税制改正対応への対応の検討」は、「令和８年度厚生労働省関係税制改正について」（令和7年12月
26日（金） 公表）の「令和８年度税制改正の概要（厚生労働省関係）」により、検討結果を踏まえて、税制上の所要
の措置を講じるとされていることから、標準仕様書に影響がある場合は所要の見直しを予定しています。
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４．検討論点３の概要について

【出典】 令和7年12月26日（金）令和８年度厚生労働省関係税制改正について「令和８年度税制改正の概要（厚生労働省関係）」より

講じられる措置内容を

踏まえ、標準仕様書に

影響がある場合は所要

の見直しを予定



○ 検討論点４「一部機能経過措置の対象機能等の標準化基準上の取扱いに係る検討」は、「地方公共団体情報シス
テム標準化基本方針」において令和９年度末までに所要の検討を行うとされていることを踏まえて、一部機能の経過
措置となった機能等についての検討を予定しています。
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５．検討論点４の概要について

【出典】 デジタル庁ホームページ 「標準準拠システム移行後の経過措置（一部機能の移行後の実装等）について」

具体的な検討内容は、今後

事務局にて整理する予定で

す。


